
 

 

 

 

 

令 和 ４ 年 流 山 市 議 会 第 ４ 回 定 例 会 議 案  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ １ 月 ２ ４ 日 招 集 

流 山 市 



目       次  

 

 

７１  専決処分の承認を求めることについて（令和４年度流山市一般会

計補正予算（第８号））  

７２  令和４年度流山市一般会計補正予算（第９号）  

７３  流山市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について  

７４  個人情報保護法制の全国一元化に伴う関係条例の整備に関する条

例の制定について  

７５  流山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定に

ついて  

７６  流山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について  

７７  流山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について  

７８  流山市減債基金条例の一部を改正する条例の制定について  

７９  流山市議会議員及び流山市長の選挙における選挙運動の公費負担

に関する条例及び流山市議会議員及び流山市長の選挙におけるビ

ラの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて  

８０  千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及

び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に

関する協議について  

８１  工事請負契約の締結について（流山市立南流山中学校移転改修工

事）  

８２  令和４年度流山市介護保険特別会計補正予算（第２号）  

８３  流山市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例の制定について  

８４  流山市おおたかの森ホールの設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例の制定について  

８５  流山市南流山センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例の制定について  

８６  指定管理者の指定について（流山市南流山福祉会館）  



８７  指定管理者の指定について（流山市向小金福祉会館）  

８８  指定管理者の指定について（流山市初石公民館）  

８９  指定管理者の指定について（流山市南流山センター）  

９０  指定管理者の指定について（流山市立森の図書館）  

９１  令和４年度流山市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）  

９２  令和４年度流山市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）  

９３  令和４年度流山市水道事業会計補正予算（第１号）  

９４  令和４年度流山市下水道事業会計補正予算（第２号）  

９５  市道路線の認定について  

９６  市道路線の廃止について  

 

 

１７  専決処分の報告について  



議案第  ７１  号  

 

 

   専決処分の承認を求めることについて  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、

承認を求める。  

  令和４年１１月２４日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  原油価格・物価高騰の影響を受けている市民や事業者に対し

て、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

（電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金）を活用

した支援を行うに当たり、特に緊急を要したため、令和４年  

１０月３１日付けで令和４年度流山市一般会計補正予算（第８

号）について専決処分したので、その承認を求めるためであ

る。  



専  決  処  分  書  

 

 令和４年度流山市一般会計補正予算（第８号）について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別冊のと

おり専決処分する。  

  令和４年１０月３１日  

流山市長   井  崎  義  治    



議案第  ７３  号  

 

 

   流山市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について  

 流山市個人情報の保護に関する法律施行条例を別紙のとおり制定する。  

  令和４年１１月２４日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  個人情報保護法制の全国一元化により、流山市個人情報保護

条例（平成１４年流山市条例第１号）を廃止し、及び個人情報

の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の施行に関し

必要な事項を定めるためである。  



   流山市個人情報の保護に関する法律施行条例  

 （趣旨）  

第１条  この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）

第３０条第１項又は第３１条第１項の規定により一部の規定が適用さ

れず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （定義）  

第２条  この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙

管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下

水道事業管理者及び消防長をいう。  

２  前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法

及び個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令第５０７

号。以下「令」という。）において使用する用語の例による。  

 （事業者の責務）  

第３条  事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当

たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取

扱いを適正に行うとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力

するよう努めなければならない。  

２  事業者のうち、市が出資している法人で市の機関が別に定める法人

は、前項に規定するもののほか、個人情報の適正な取扱いを確保する

ために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  

 （市民の責務）  

第４条  市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、他人の個人情報を

みだりに取り扱わないようにするとともに、自ら個人情報の保護を心

掛けることによって、個人情報の保護に積極的な役割を果たすよう努

めなければならない。  

 （任意代理人による開示請求における代理権の確認）  

第５条  市の機関は、本人の委任による代理人（以下「任意代理人」と

いう。）から法第７６条第２項の規定による開示請求があったときは、

法第７７条第２項の規定による手続のほか、必要に応じて次に掲げる

いずれかの措置を講ずることにより、適切に任意代理人の資格を確認



しなければならない。  

（１）委任者の実印を押印した委任状に印鑑登録証明書の添付を求める

こと。  

（２）委任者の運転免許証、個人番号カード（番号法第２条第７項に規

定する個人番号カードをいう。）その他の委任者に対し一に限り

発行される書類の複写物の添付を求めること。  

（３）委任者又は任意代理人の同意を得て、委任者を本人とする本人限

定受取による郵便物として開示決定に係る保有個人情報を送付す

る方法により開示の実施を行うこと。  

（４）その他任意代理人の資格を確認するに当たって適切な措置  

 （開示決定等の期限に関する特例）  

第６条  市の機関が開示決定等をする場合における法第８３条及び第  

８４条の規定の適用については、法第８３条中「３０日以内」とある

のは「１５日以内」とし、法第８４条中「６０日以内」とあるのは

「３０日以内」と、「同条第１項」とあるのは「流山市個人情報の保

護に関する法律施行条例（令和   年流山市条例第   号）第６条の

規定により読み替えて適用される前条第１項」とする。  

 （事務所における開示の実施の際の本人確認等）  

第７条  市の機関は、事務所における開示の実施をするときは、当該開

示を受けようとする者に対し、法第８２条第１項の規定による通知書

のほか、必要に応じて令第２２条第１項各号に掲げる書類（法第７６

条第２項の規定による開示請求に対する開示決定の場合は、戸籍謄

本、委任状その他その資格を証明する書類を含む。）のいずれかを提

示させること等により、当該者が開示決定に係る保有個人情報の本人

であること（法第７６条第２項の規定による開示請求に対する開示決

定の場合は、当該開示決定に係る保有個人情報の本人の代理人である

こと）を適切に確認しなければならない。  

 （開示請求に係る手数料及び費用負担等）  

第８条  法第８９条第２項の規定により納めなければならない手数料の

額は、無料とする。  

２  法第８７条第１項の規定による写しの交付（開示される保有個人情

報が電磁的記録に記録されている場合において市の機関が定める開示

の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められ



ているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下同じ。）

により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費

用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第２８条第４項の

規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用につ

いても、同様とする。  

３  市長（上下水道事業管理者が前項の規定により同項の費用を徴収す

る場合は当該上下水道事業管理者）は、同項の規定により当該費用を

負担すべき者が経済的に困難であることにより当該費用を負担する資

力がないと認められる者として規則（上下水道事業管理者が同項の規

定により当該費用を徴収する場合は企業管理規程（地方公営企業法

（昭和２７年法律第２９２号）第１０条に規定する企業管理規程をい

う。））で定める者であるときは、その者の負担すべき当該費用を免

除することができる。  

 （任意代理人による訂正請求及び利用停止請求における代理権の確

認）  

第９条  第５条（第３号に係る部分を除く。）の規定は、任意代理人か

ら法第９０条第２項の規定による訂正請求及び法第９８条第２項の規

定による利用停止請求があった場合における当該任意代理人の資格の

確認について準用する。  

   附  則  

 （施行期日）  

第１条  この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

 （流山市個人情報保護条例の廃止）  

第２条  流山市個人情報保護条例（平成１４年流山市条例第１号）は、

廃止する。  

 （流山市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置）  

第３条  次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の流山市個人情報

保護条例（以下「旧条例」という。）第１１条第３項、第１２条第３

項又は第１３条の規定によるその事務又は業務に関して知り得た旧条

例第２条第１項に規定する個人情報（以下「旧個人情報」という。）

の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならな

い義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。  

（１）この条例の施行の際現に旧条例第２条第３項に規定する実施機関



（以下「旧実施機関」という。）の職員である者又はこの条例の

施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の

施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者  

（２）この条例の施行前において旧実施機関から委託を受けた旧個人情

報を取り扱う事務に従事していた者  

（３）この条例の施行前において指定管理者（地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をい

う。以下同じ。）が行う公の施設（同法第２４４条第１項に規定

する公の施設をいう。）の管理の業務に従事していた者  

２  この条例の施行の日前に旧条例第１４条第１項若しくは第２項（同

項の規定を旧条例第２３条第２項において準用する場合を含む。）、

第２３条第１項又は第２６条第１項若しくは第２項の規定による請求

がされた場合における旧条例第２条第２項に規定する保有個人情報

（以下「旧保有個人情報」という。）の開示、訂正及び利用停止につ

いては、なお従前の例による。  

３  次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前におい

て旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧

条例第４４条に規定する個人情報データベースをこの条例の施行後に

提供したときは、２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処す

る。  

（１）この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例

の施行前において旧実施機関の職員であった者  

（２）第１項第２号に掲げる者  

（３）第１項第３号に掲げる者  

４  前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行

前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施

行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗

用したときは、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。  

５  前２項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者に

も適用する。  

６  旧個人情報を取り扱う事務の委託を受けた法人（法人でない団体で

代表者又は管理人の定めのあるものを含む。）若しくは指定管理者の

代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その



法人又は人の業務に関して、第３項又は第４項の違反行為をしたとき

は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本項の罰金刑

を科する。  

７  この条例の施行前にした行為及び第２項の規定によりなお従前の例

によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対す

る罰則の適用については、なお従前の例による。  



議案第  ７４  号  

 

 

   個人情報保護法制の全国一元化に伴う関係条例の整備に関する条

例の制定について  

 個人情報保護法制の全国一元化に伴う関係条例の整備に関する条例を

別紙のとおり制定する。  

  令和４年１１月２４日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  個人情報保護法制の全国一元化に伴い、個人情報保護制度と

密接な関係を有する情報公開制度等との整合性を図る等の必要

が生じたことから、流山市情報公開条例（平成１３年流山市条

例第３２号）をはじめとする関係条例の整備を行うためである。  

  



   個人情報保護法制の全国一元化に伴う関係条例の整備に関する条

例  

 （流山市情報公開条例の一部改正）  

第１条  流山市情報公開条例（平成１３年流山市条例第３２号）の一部

を次のように改正する。  

  第７条第２号中「記述等」の次に「（文書、図画若しくは電磁的記

録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用

いて表された一切の事項をいう。次条第２項において同じ。）」を加

え、同号の次に次の１号を加える。  

 （２）の２  個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７

号）第６０条第３項に規定する行政機関等匿名加工情報（同条第

４項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するもの

に限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」とい

う。）又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第１項に

規定する保有個人情報から削除した同法第２条第１項第１号に規

定する記述等若しくは同条第２項に規定する個人識別符号  

  第７条中第４号を削り、第５号を第４号とする。  

  第７条第６号オ中「本市若しくは国若しくは他の地方公共団体が経

営する企業に係る事業又は独立行政法人等、地方独立行政法人若しく

は土地開発公社」を「本市若しくは他の地方公共団体が経営する企

業、独立行政法人等、地方独立行政法人又は土地開発公社」に改め、

同号オを同号キとし、同号イからエまでを同号エからカまでとし、同

号ア中「又は試験」を「、試験又は租税の賦課若しくは徴収」に改

め、同号アを同号ウとし、同号にア及びイとして次のように加える。  

   ア  国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼

関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上

不利益を被るおそれ  

   イ  犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持

に支障を及ぼすおそれ  

  第７条第６号を同条第５号とする。  

  第９条中「第７条第１号」を「第７条第１号及び第２号の２」に改

める。  

  第１２条第１項中「あった日の翌日から起算して１４日」を「あっ



た日から１５日」に改める。  

  第１７条を次のように改める。  

  （法令等による開示の実施との調整）  

 第１７条  実施機関は、法令等の規定により、何人にも開示請求に係

る公文書が前条第１項本文に規定する方法と同一の方法で開示す

ることとされている場合（開示の期間が定められている場合にあ

っては、当該期間内に限る。）には、同項本文の規定にかかわら

ず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わな

い。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨

の定めがあるときは、この限りでない。  

 ２  法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧

を前条第１項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。  

  第１７条の次に次の１条を加える。  

  （適用除外）  

 第１７条の２  市の図書館その他の施設において、市民等の利用に供

することを目的として管理している公文書については、この章の

規定は適用しない。  

  第１８条第３項中「実施機関」を「市長（上下水道事業管理者が前

項の規定により同項の費用を徴収する場合にあっては当該上下水道事

業管理者、土地開発公社が同項の規定により当該費用を徴収する場合

にあっては当該土地開発公社）」に、「前項」を「同項」に、「同項

の費用」を「当該費用」に改める。  

  第２０条第２項第１号中「行政不服審査法第１３条第１項に規定す

る利害関係人であって審査会に審査請求に参加する必要があると認め

られて当該審査請求に参加する者」を「行政不服審査法第１３条第４

項に規定する参加人」に、「次条第１項第２号」を「次条第２号」に

改める。  

  第２３条第１項第１号中「第７条第１号から第４号まで及び第６

号」を「第７条各号（第２号の２及び第４号を除く。）」に改める。  

 （流山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部

改正）  

第２条  流山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

（平成１６年流山市条例第２７号）の一部を次のように改正する。  



  第３条第３号中「前各号」を「前２号」に改める。  

  第４条第１項第４号中「前各号」を「前３号」に改める。  

  第１３条を削る。  

  第１４条中「第１２条」を「前条」に改め、同条を第１３条とす

る。  

  第１５条を第１４条とする。  

 （流山市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会設置等条例の一

部改正）  

第３条  流山市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会設置等条例

（平成２８流山市条例第１号）の一部を次のように改正する。  

  目次中  

「  第３節  情報公開・個人情報保護に係る審査会による調査

及び審議等（第１１条―第１４条）  」  

 を  

「  第３節  情報公開に係る審査会による調査及び審議等（第  

１１条―第１５条）  

第４節  個人情報保護に係る審査会による調査及び審議等

（第１６条・第１７条）  」  

 に、「第１５条―第１８条」を「第１８条―第２１条」に、「第１９

条」を「第２２条」に改める。  

  第２条第１項中「事項」の次に「（他の法律の規定によりその権限

に属させられた事項を含む。）」を加え、同条第２項中「次に掲げる

条例の規定による実施機関の諮問」を「流山市情報公開条例（平成  

１３年流山市条例第３２号）第２０条第１項の規定による諮問」に、

「当該実施機関」を「諮問庁」に改め、同項各号及び同条第３項を削

る。  

  第３条第１号を次のように改める。  

 （１）諮問庁  次に掲げるものをいう。  

   ア  流山市情報公開条例第２０条第１項の規定により審査会に諮

問をした実施機関（同条例第２条第１項に規定する実施機関を

いう。）  

   イ  個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第

１０５条第３項において準用する同条第１項の規定により審査



会に諮問をした市の機関（流山市個人情報の保護に関する法律

施行条例（令和   年流山市条例第   号）第２条第１項に規

定する市の機関をいう。）  

  第３条第２号中「第２条第２項に規定する公文書」を「第１２条第

１項に規定する開示決定等に係る公文書（同条例第２条第２項に規定

する公文書をいう。）」に改め、同条第３号中「流山市個人情報保護

条例第２条第２項に規定する保有個人情報」を「個人情報の保護に関

する法律第７８条第１項第４号、第９４条第１項又は第１０２条第１

項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有

個人情報（同法第６０条第１項に規定する保有個人情報のうち同項に

規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。）」に改める。  

  第４条中「５人以内」を「３人以内」に改める。  

  第５条第１項中「次に掲げる者」を「優れた識見を有する者」に改

め、同項各号並びに同条第２項及び第３項を削り、同条中第４項を第

２項とし、第５項を第３項とし、第６項を第４項とする。  

  第７条第２項中「第５条第２項に規定する審査会の所掌事務の区分

に応じ、同項に定める委員の定数（第２条第３項に規定する審査会の

所掌事務を担任する委員により組織される審査会にあっては、各委員

の定数の合計数）」を「委員の定数」に改める。  

  第８条の見出し及び同条ただし書を削る。  

  第９条中「組織される審査会」の次に「（第１６条第１項に規定す

る個人情報保護に係る審査会を除く。）」を加え、「行政不服審査

法」を「行政不服審査法第８１条第３項において読み替えて準用する

同法第５章第１節第２款」に改める。  

  第１０条の見出しを「（行政不服に係る審査会における提出資料の

写し等の交付に係る費用の負担等）」に改め、同条第１項を次のよう

に改める。  

   行政不服審査法第８１条第３項において読み替えて準用する同法

第 ７ ８条 第 ４ 項 の 規 定に よ り 納 め な けれ ば な ら な い 手数 料 の 額

は、無料とする。  

  第１０条第２項中「行政不服に係る審査会に提出された主張書面若

しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の

交付」を「行政不服に係る審査会から行政不服審査法第８１条第３項



において準用する同法第７８条第１項の規定による交付（以下「提出

資料の写し等の交付」という。）」に改め、「をいう」の次に「。以

下同じ」を加える。  

  第３章第３節の節名中「情報公開・個人情報保護に係る審査会」を

「情報公開に係る審査会」に改める。  

  第１１条の見出し中「情報公開・個人情報保護に係る審査会」を

「情報公開に係る審査会」に改め、同条第１項中「情報公開・個人情

報保護に係る審査会」を「情報公開に係る審査会」に、「以下この条

から第１５条までにおいて同じ」を「以下同じ」に、「実施機関」を

「諮問庁」に改め、「又は保有個人情報」を削り、同条第２項中「実

施機関」を「諮問庁」に、「情報公開・個人情報保護に係る審査会」

を「情報公開に係る審査会」に改め、同条第３項中「情報公開・個人

情報保護に係る審査会」を「情報公開に係る審査会」に、「実施機

関」を「諮問庁」に改め、「又は保有個人情報に含まれている情報」

を削り、同条第４項中「情報公開・個人情報保護に係る審査会は」を

「情報公開に係る審査会は」に改め、「（行政不服審査法第１３条第

１項に規定する利害関係人であって、情報公開・個人情報保護に係る

審査会に当該事件に参加する必要があると認められて参加する者をい

う。次条及び第１５条第１項において同じ。）」を削り、「実施機

関」を「諮問庁」に改め、「求めること」の次に「、適当と認める者

にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めること」を加える。  

  第１２条第１項中「情報公開・個人情報保護に係る審査会」を「情

報公開に係る審査会」に、「申出」を「申立て」に改め、同条第２項

中「情報公開・個人情報保護に係る審査会」を「情報公開に係る審査

会」に改める。  

  第１３条中「情報公開・個人情報保護に係る審査会」を「情報公開

に係る審査会」に改める。  

  第１９条の見出しを削り、同条中「第５条第６項」を「第５条第４

項」に改め、同条を第２２条とする。  

  第４章中第１８条を第２１条とし、第１７条を第２０条とする。  

  第１６条を削る。  

  第１５条第１項中「情報公開・個人情報保護に係る審査会」を「情

報公開に係る審査会」に改め、同条第２項を削り、同条を第１８条と



し、同条の次に次の１条を加える。  

  （審理員又は審査庁が行う審理手続における提出書類等の写し等の

交付に係る費用の負担等）  

 第１９条  行政不服審査法第３８条第６項において読み替えて適用す

る 同 条第 ４ 項 （ 同 法 第９ 条 第 ３ 項 の 規定 が 適 用 さ れ る場 合 を 含

む。）の規定により納めなければならない手数料の額は、無料と

する。  

 ２  審理員又は審査庁が行う審理手続における行政不服審査法第３８

条第１項（同法第９条第３項において読み替えて適用する場合を

含む。）の規定による交付に係る費用の負担については、第１０

条第２項及び第３項の規定を準用する。  

  第３章に次の１節を加える。  

     第４節  個人情報保護に係る審査会による調査及び審議等  

  （個人情報保護に係る審査会による調査及び審議）  

 第１６条  個人情報保護に係る審査会（個人情報の保護に関する法律

第１０５条第３項において準用する同条第１項の規定による諮問

に応じ、審査請求について調査及び審議を行い、諮問庁に答申す

るために組織される審査会をいう。以下同じ。）の調査及び審議

は、第１節及び次項に定めるもののほか、行政不服審査法第８１

条 第 ３項 に お い て 読 み替 え て 準 用 す る同 法 第 ５ 章 第 １節 第 ２ 款

（同項において準用する同法第７４条の規定については、個人情

報の保護に関する法律第１０６条第２項において読み替えられた

規定）の定めるところによる。  

 ２  第１１条第１項から第３項まで、第１４条並びに前条第１項及び

第３項の規定は、個人情報保護に係る審査会の調査及び審議につ

いて準用する。この場合において、第１１条第１項中「公文書」

とあるのは「保有個人情報」と、同条第３項中「公文書に記録さ

れている情報」とあるのは「保有個人情報に含まれている情報」

と、第１４条中「第１１条第１項の規定により提示された公文書

を閲覧させ、同条第４項の規定による調査をさせ、又は第１２条

第１項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせる」

とあるのは「第１６条第２項において読み替えて準用する第１１

条 第 １項 の 規 定 に よ り提 示 さ れ た 保 有個 人 情 報 を 閲 覧さ せ る 」



と、前条第１項中「第１１条第３項若しくは第４項又は第１３条

の規定による意見書又は資料の提出」とあるのは「次条第２項に

おいて読み替えて準用する第１１条第３項の規定による資料の提

出又は個人情報の保護に関する法律第１０６条第２項の規定によ

り読み替えて適用される行政不服審査法第８１条第３項において

準用する同法第７４条若しくは同項において準用する同法第７６

条の規定による主張書面若しくは資料の提出」と、「当該意見書

又 は 資料 の 写 し 」 と ある の は 「 こ れ らの 資 料 又 は 主 張書 面 の 写

し」と、「当該意見書又は資料を」とあるのは「当該資料又は主

張書面を」と、同条第３項中「第１項の規定による送付をし、又

は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は

閲覧に係る意見書又は資料」とあるのは「次条第２項において読

み 替 えて 準 用 す る 第 １項 の 規 定 に よ る送 付 を し よ う とす る と き

は 、 当該 送 付 に 係 る 資料 又 は 主 張 書 面」 と 読 み 替 え るも の と す

る。  

  （個人情報保護に係る審査会における提出資料の写し等の交付に係

る費用の負担等）  

 第１７条  個人情報保護に係る審査会における提出資料の写し等の交

付に係る費用の負担等については、第１０条の規定を準用する。  

  第１４条の見出し中「送付及び閲覧」を「写しの送付等」に改め、

同条第１項中「情報公開・個人情報保護に係る審査会」を「情報公開

に係る審査会」に、「第１１条第４項」を「第１１条第３項若しくは

第４項」に、「前条」を「第１３条」に改め、「（電磁的記録」の次

に「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。以下同じ。）」を加え、同条第２項中

「情報公開・個人情報保護に係る審査会」を「情報公開に係る審査

会」に改め、「資料の閲覧」の次に「（電磁的記録にあっては、記録

された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧）」を加

え、同条第３項及び第４項中「情報公開・個人情報保護に係る審査

会」を「情報公開に係る審査会」に改め、第３章第３節中同条を第  

１５条とし、第１３条の次に次の１条を加える。  

  （委員による調査手続）  



 第１４条  情報公開に係る審査会は、必要があると認めるときは、そ

の指名する委員に、第１１条第１項の規定により提示された公文

書を閲覧させ、同条第４項の規定による調査をさせ、又は第１２

条第１項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせる

ことができる。  

   附  則  

 （施行期日）  

第１条  この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

 （流山市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置）  

第２条  この条例の施行の日前に開示請求（流山市情報公開条例第５条

の規定による請求をいう。）がされた場合における同条例第２条第２

項に規定する公文書の開示については、なお従前の例による。  

 （流山市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会設置等条例の一

部改正に伴う経過措置）  

第３条  次に掲げる諮問がされた場合における当該諮問に係る審査請求

についての調査及び審議等（当該諮問に対する答申を含む。）につい

ては、なお従前の例による。  

（１）この条例の施行の日前における流山市個人情報の保護に関する法

律 施 行条 例 （ 令 和   年 流 山 市 条 例 第   号 。 以 下 「法 施 行 条

例」という。）附則第２条の規定による廃止前の流山市個人情報

保 護 条例 （ 平 成 １ ４ 年流 山 市 条 例 第 １号 。 以 下 「 旧 条例 」 と い

う。）第３０条第１項の規定による諮問  

（２）法施行条例附則第３条第２項の規定によりなお従前の例によるこ

ととされる場合における旧条例第３０条第１項の規定による諮問  

２  第３条の規定による改正後の流山市行政不服及び情報公開・個人情

報保護審査会設置等条例（以下「改正後の設置等条例」という。）第

８条、第１１条から第１５条まで及び第１８条の規定は、次に掲げる

諮問がされた場合における当該諮問に係る審査請求についての調査及

び審議等（当該諮問に対する答申を含む。）についても適用する。  

（１）この条例の施行の日前における第１条の規定による改正前の流山

市情報公開条例（以下「改正前の公開条例」という。）第２０条

第１項の規定による諮問  

（２）前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における



改正前の公開条例第２０条第１項の規定による諮問  

３  改正後の設置等条例第１９条の規定は、この条例の施行の日以後に

おける行政不服審査法第３８条第１項（同法第９条第３項において読

み替えて適用する場合を含む。）の規定による交付について適用す

る。  

 



議案第  ７５  号  

 

 

流山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定に

ついて  

流山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を別紙のとお

り制定する。  

令和４年１１月２４日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  一般職の職員に係る給料表並びに期末手当及び勤勉手当の支

給月数を改定するためである。  

  



流山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例  

（流山市職員の給与に関する条例の一部改正）  

第１条  流山市職員の給与に関する条例（昭和２６年流山市条例第５号）

の一部を次のように改正する。  

第２０条第２項第１号中「１００分の９５」を「１００分の１０５」

に改め、同項第２号中「１００分の４５」を「１００分の５０」に改

める。  

別表第１を次のように改める。   

 



別表第１（第３条関係）

職務
の級

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円
150,100 185,200 234,400 266,000 290,700 319,200 362,900 408,100
151,200 186,900 236,000 267,700 292,900 321,400 365,500 410,500
152,400 188,500 237,500 269,200 295,000 323,700 367,900 413,000
153,500 190,200 239,000 271,000 297,000 325,900 370,500 415,400
154,600 191,700 240,300 272,700 298,800 328,100 372,400 417,300
155,700 193,400 241,900 274,500 300,800 330,100 374,900 419,600
156,800 195,200 243,400 276,300 302,600 332,300 377,200 421,700
157,900 196,900 244,900 278,300 304,200 334,500 379,700 423,900
158,900 198,500 246,000 280,200 306,100 336,400 382,100 425,900
160,300 200,300 247,500 282,200 308,400 338,600 384,800 428,000
161,600 202,100 249,000 284,100 310,600 340,600 387,400 430,100
162,900 203,900 250,300 286,000 312,900 342,800 390,100 432,200
164,100 205,400 251,800 287,900 315,000 344,600 392,500 433,900
165,600 207,200 253,000 289,700 317,100 346,600 394,800 435,700
167,100 209,000 254,300 291,200 319,300 348,600 397,000 437,700
168,700 210,800 255,500 292,600 321,400 350,600 399,400 439,700
169,800 212,400 256,800 294,400 323,300 352,300 401,200 441,600
171,200 214,200 258,200 296,400 325,300 354,300 403,200 443,400
172,600 216,000 259,600 298,500 327,300 356,100 405,100 445,200
174,000 217,800 261,100 300,500 329,300 358,000 406,900 446,900
175,300 219,200 262,700 302,400 331,000 359,900 408,800 448,700
177,800 221,000 264,400 304,500 333,100 361,800 410,600 450,200
180,300 222,700 266,000 306,500 335,100 363,800 412,400 451,600
182,800 224,500 267,600 308,600 337,200 365,700 414,300 453,100
185,200 226,100 269,400 310,300 338,600 367,700 416,100 454,500
186,900 227,800 271,200 312,400 340,500 369,600 417,600 455,800
188,500 229,400 272,900 314,400 342,400 371,600 419,100 457,100
190,200 230,900 274,600 316,400 344,300 373,600 420,700 458,300
191,700 232,200 276,200 318,100 345,900 375,100 422,300 459,300
193,400 233,800 277,900 320,100 347,800 376,900 423,600 460,000
195,200 235,400 279,700 322,200 349,700 378,700 424,900 460,800
196,900 236,900 281,200 324,300 351,500 380,300 426,100 461,500
198,500 237,900 282,400 325,500 353,400 382,100 427,300 462,200
199,900 239,400 284,100 327,500 355,200 383,500 428,600 463,000
201,400 240,700 285,700 329,400 357,000 385,000 429,900 463,700
202,900 241,900 287,400 331,500 358,700 386,600 431,100 464,300
204,200 243,100 289,000 333,400 360,100 388,000 432,300 464,800
205,500 244,100 290,700 335,300 361,400 389,200 433,100 465,400
206,700 245,100 292,500 337,300 362,800 390,400 433,900 466,000
208,000 246,100 294,300 339,200 364,200 391,500 434,700 466,600
209,300 247,200 295,800 341,100 365,500 392,600 435,300 467,100
210,600 248,100 297,500 343,000 366,400 393,800 436,000 467,600
211,900 249,000 299,000 344,800 367,500 395,000 436,700 468,000
213,200 250,000 300,600 346,700 368,600 396,100 437,400 468,300
214,300 250,900 302,200 348,200 369,400 396,800 438,200 468,600
215,600 252,200 303,900 349,600 370,300 397,500 439,000

44
45
46

36
37
38
39
40
41

35

24
25
26
27
28
29

42
43

14
15
16
17

30
31
32
33
34

6
7
8
9
10
11

行政職給料表

職員
の区
分 号　給

再任
用職
員以
外の
職員

1
2
3
4
5

18
19
20
21
22
23

12
13



216,900 253,400 305,500 351,100 371,200 398,200 439,400
218,200 254,700 307,200 352,600 372,100 398,900 440,100
219,200 256,000 308,100 354,200 373,000 399,500 440,600
220,300 257,400 309,600 355,000 373,800 400,100 441,000
221,300 258,600 311,100 356,200 374,600 400,600 441,400
222,300 259,800 312,700 357,200 375,400 401,000 441,800
223,300 260,900 314,300 358,100 376,100 401,400 442,200
224,200 262,100 315,900 359,200 376,800 401,700 442,600
225,100 263,400 317,500 360,100 377,500 402,000 443,000
226,000 264,500 319,000 361,200 378,200 402,300 443,300
226,300 265,600 320,500 362,100 378,700 402,600 443,600
227,100 266,600 321,700 362,800 379,300 402,900 444,000
227,800 267,800 322,900 363,500 379,900 403,200 444,300
228,500 268,900 324,100 364,200 380,600 403,500 444,600
229,200 269,900 324,800 364,600 381,000 403,800 444,900
230,000 270,900 325,700 365,200 381,700 404,100 445,300
230,700 272,000 326,500 365,900 382,300 404,400 445,600
231,300 273,100 327,300 366,600 382,900 404,700 445,900
231,900 274,000 328,200 366,900 383,300 405,000 446,200
232,500 275,000 328,600 367,600 383,900 405,300
233,100 275,900 329,300 368,300 384,500 405,600
233,800 277,000 330,100 369,000 385,100 405,900
234,500 278,100 330,900 369,300 385,500 406,100
235,100 279,100 331,600 369,900 386,000 406,400
235,600 280,000 332,300 370,600 386,500 406,700
236,300 281,000 333,000 371,200 387,100 407,000
237,000 281,500 333,500 371,500 387,400 407,200
237,600 282,400 334,100 372,100 387,800 407,500
238,200 283,100 334,600 372,800 388,200 407,800
238,700 284,000 335,200 373,400 388,600 408,000
239,300 285,000 335,500 373,800 388,900 408,200
240,000 285,800 336,000 374,300 389,200 408,500
240,700 286,600 336,400 374,900 389,500 408,800
241,200 287,400 336,900 375,400 389,800 409,000
241,700 288,200 337,300 375,900 390,000 409,200
242,300 288,700 337,800 376,500 390,300 409,500
242,900 289,100 338,300 377,000 390,600 409,800
243,400 289,600 338,800 377,300 390,800 410,000
243,900 289,800 339,100 377,700 391,000 410,200
244,500 290,100 339,500 378,200 391,300 410,500
245,100 290,300 340,000 378,600 391,600 410,800
245,600 290,700 340,400 379,000 391,800 411,000
246,100 290,900 340,700 379,400 392,000 411,200
246,600 291,100 341,100 379,900 392,300
246,900 291,500 341,600 380,300 392,600
247,300 291,800 342,000 380,700 392,800
247,600 292,100 342,200 381,000 393,000

292,400 342,600 381,500 393,300
292,700 343,100 381,900 393,600
293,100 343,500 382,300 393,800
293,400 343,700 382,600 394,000
293,800 344,100 383,100 394,300
294,100 344,500 383,500 394,600
294,500 344,800 383,900 394,800

96
97
98
99
100

90
91
92
93
94
95

84
85
86
87
88
89

78
79
80
81
82
83

72
73
74
75
76
77

66
67
68
69
70
71

60
61
62
63
64
65

54
55
56
57
58
59

48
49
50
51
52
53

47

再任
用職
員以
外の
職員



294,700 345,100 384,200 395,000
294,900 345,500 384,700 395,300
295,200 345,900 385,100 395,600
295,600 346,300 385,500 395,800
295,800 346,800 385,800 396,000
296,100 347,200 386,300 396,300
296,500 347,600 386,700 396,600
296,900 348,000 387,100 396,800
297,100 348,500 387,400 397,000
297,400 348,900 387,900 397,300
297,800 349,200 388,300 397,600
298,100 349,500 388,700 397,800
298,300 350,000 389,000 398,000
298,600 389,500
299,000 389,900
299,300 390,300
299,500 390,600

再任
用職
員

187,700 215,200 255,200 274,600 289,700 315,100 356,800 389,900

114
115
116
117

108
109
110
111
112
113

102
103
104
105
106
107

101

再任
用職
員以
外の
職員



第２条  流山市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。  

第２０条第２項第１号中 「１００分の １０５」を「１００分 の

１００」に改め、同項第２号中「１００分の５０」を「１００分の

４７．５」に改める。  

（流山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一

部改正）  

第３条  流山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

（平成１６年流山市条例第２８号）の一部を次のように改正する。  

  第７条第１項の表中「３７５，０００」を「３７６，０００」に改

める。  

第 ８ 条 第 ２ 項 中 「 １ ０ ０ 分 の １ ６ ２ ． ５ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の 

１６７．５」に改める。  

第４条  流山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

の一部を次のように改正する。  

第８条第２項中「１００分の１６７．５」を「１００分の１６５」

に改める。  

（流山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改

正）  

第５条  流山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令

和元年流山市条例第８号）の一部を次のように改正する。  

  第１１条第１項に後段として次のように加える。  

この場合において、給与条例第１９条第２項中「１００分の１２０」

と あ る の は 、「 １ ０ ０ 分 の １ ３ ０ 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

第２１条第１項中「この場合において」の次に「、給与条例第１９

条第２項中「１００分の１２０」とあるのは「１００分の１３０」と」

を加え、「給与条例第１９条第４項」を「同条第４項」に、「、「そ

れぞれ」を「「それぞれ」に改める。  

第６条  流山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一

部を次のように改正する。  

  第 １ １ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ １ 条 第 １ 項 中 「 １ ０ ０ 分 の １ ３ ０ 」 を

「１００分の１２５」に改める。  

附  則  

（施行期日）  



１  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第４条及び

第６条の規定は、令和５年４月１日から施行する。  

（適用）  

２  第１条の規定（流山市職員の給与に関する条例（以下「給与条例」

という。）別表第１の改正規定に限る。）による改正後の給与条例及

び第３条の規定（流山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に

関する条例（以下「任期付職員条例」という。）第７条第１項の表の

改正規定に限る。）による改正後の任期付職員条例の規定は、令和４

年４月１日から、第１条の規定（給与条例別表第１の改正規定を除

く。）による改正後の給与条例、第３条の規定（任期付職員条例第７

条第１項の表の改正規定を除く。）による改正後の任期付職員条例及

び第５条の規定による改正後の流山市会計年度任用職員の給与及び費

用弁償に関する条例（以下「改正後の会計年度条例」という。）の規

定は、同年１２月１日から適用する。  

（給与の内払）  

３  第１条の規定による改正後の給与条例若しくは第３条の規定による

改正後の任期付職員条例の規定又は改正後の会計年度条例第１１条第

１項の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の

給与条例若しくは第３条の規定による改正前の任期付職員条例の規定

又は第５条の規定による改正前の流山市会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例第１１条第１項の規定により支給された給与

は、それぞれ第１条の規定による改正後の給与条例若しくは第３条の

規定による改正後の任期付職員条例の規定又は改正後の会計年度条例

第１１条第１項の規定による給与の内払とみなす。  

 （規則への委任）  

４  前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規

則で定める。  

 

 



議案第  ７６  号  

 

 

   流山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について  

 流山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条

例を別紙のとおり制定する。  

  令和４年１１月２４日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  常勤の特別職の職員の期末手当の支給月数を改定するためで

ある。  



流山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正

する条例  

第１条  流山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例（昭和５２年

流山市条例第５号）の一部を次のように改正する。  

第４条中「１００分の２１２．５」を「１００分の２２２．５」に

改める。  

第２条  流山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を次の

ように改正する。  

第４条中「１００分の２２２．５」を「１００分の２１７．５」に

改める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令

和５年４月１日から施行する。  

 （適用）  

２  第１条の規定による改正後の流山市特別職の職員の給与及び旅費に

関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、令和４年  

１２月１日から適用する。  

 （期末手当の内払）  

３  改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定によ

る改正前の流山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に

より支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内

払とみなす。  

 

 



議案第  ７７  号  

 

 

流山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について  

 流山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例を別紙のとおり制定する。  

令和４年１１月２４日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  流山市議会議員の期末手当の支給月数を改定するためである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   流山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例  

第１条  流山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和

３１年流山市条例第６４号）の一部を次のように改正する。  

第６条第２項中「１００分の２０５」を「１００分の２１５」に改

める。  

第２条  流山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を次のように改正する。  

第６条第２項中「１００分の２１５」を「１００分の２１０」に改

める。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令

和５年４月１日から施行する。  

 （適用）  

２  第１条の規定による改正後の流山市議会議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、令和

４年１２月１日から適用する。  

 （期末手当の内払）  

３  改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定によ

る改正前の流山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手

当の内払とみなす。  

 

 



議案第  ７８  号  

 

 

   流山市減債基金条例の一部を改正する条例の制定について  

 流山市減債基金条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

  令和４年１１月２４日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  減債基金に係る処分事由を新たに追加するためである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



流山市減債基金条例の一部を改正する条例  

 流山市減債基金条例（昭和５４年流山市条例第２号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 第５条に次の２号を加える。  

（４）市債の償還額が他の年度に比較して多額となる年度において、市

債の償還の財源に充てるとき。  

（５）市債のうち市税等の減収補てん又は財源対策のために発行したも

のの償還の財源に充てるとき。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 



議案第  ７９  号  

 

 

   流山市議会議員及び流山市長の選挙における選挙運動の公費負担

に関する条例及び流山市議会議員及び流山市長の選挙におけるビ

ラの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて  

 流山市議会議員及び流山市長の選挙における選挙運動の公費負担に関

する条例及び流山市議会議員及び流山市長の選挙におけるビラの作成の

公費負担に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

  令和４年１１月２４日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  公職選挙法施行令の一部を改正する政令（令和４年政令第  

１７２号）の施行に伴い、選挙運動用自動車の使用並びに選挙

運動用ポスター及び選挙運動用ビラの作成に要する経費に係る

公費負担額を引き上げるためである。  



  流山市議会議員及び流山市長の選挙における選挙運動の公費負担

に関する条例及び流山市議会議員及び流山市長の選挙におけるビ

ラの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条例  

（流山市議会議員及び流山市長の選挙における選挙運動の公費負担に  

関する条例の一部改正）  

第１条  流山市議会議員及び流山市長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例（平成６年流山市条例第１号）の一部を次のように改

正する。  

第４条第２号ア中「１５，８００円」を「１６，１００円」に改め、

同号イ中「７，５６０円」を「７，７００円」に改める。  

第９条中「５２５円６銭」を「５４１円３１銭」に、「３１０，５００

円」を「３１６，２５０円」に改める。  

（流山市議会議員及び流山市長の選挙におけるビラの作成の公費負担

に関する条例の一部改正）  

第２条  流山市議会議員及び流山市長の選挙におけるビラの作成の公費

負担に関する条例（平成１９年流山市条例第２３号）の一部を次のよ

うに改正する。  

  第４条及び第５条中「７円５１銭」を「７円７３銭」に改める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

 （適用区分）  

２  この条例による改正後の流山市議会議員及び流山市長の選挙におけ

る選挙運動の公費負担に関する条例及び流山市議会議員及び流山市長

の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の規定は、この条

例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。  

 



議案第  ８０  号  

 

 

   千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及

び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に

関する協議について  

 千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び千

葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約を別紙のとおり制定

することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６  

条第１項の規定により、関係地方公共団体と協議するに当たり、同法第

２９０条の規定により議会の議決を求める。  

  令和４年１１月２４日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  四市複合事務組合の千葉県市町村総合事務組合への加入に伴

い、千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の

増加及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約

の制定に関する協議をするためである。  



   千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約  

 千葉県市町村総合事務組合規約（昭和３０年千葉県告示第４９６号）

の一部を次のように改正する。  

 別表第１中「安房郡市広域市町村圏事務組合」を「安房郡市広域市町

村圏事務組合  四市複合事務組合」に改める。  

 別表第２第３条第１項第１１号に掲げる事務の項中「安房郡市広域市

町村圏事務組合」を「安房郡市広域市町村圏事務組合  四市複合事務組

合」に改める。  

   附  則  

 この規約は、令和５年４月１日から施行する。  



議案第  ８１  号  

 

 

工事請負契約の締結について  

市は、次の工事請負契約を締結する。  

令和４年１１月２４日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

１  契 約 の 名 称  流山市立南流山中学校移転改修工事  

２  契 約 の 方 法  一般競争入札  

３  契 約 の 金 額  ２，０３３，９００，０００円  

（消費税及び地方消費税を含む。）  

４  契約の相手方  千葉県千葉市美浜区ひび野一丁目４番３  

          新日本建設株式会社  

          代表取締役  髙見  克司  

           

           



参考資料  

 

流山市立南流山中学校移転改修工事概要  

 

１  工事場所  流山市大字鰭ケ崎１６６２番地の１  

 

２  概   要  

（１）工事概要  流山市立南流山中学校移転改修に係る建築工事、電気

設備工事及び機械設備工事  

（２）構 造 ・ 規 模  

ア  敷地面積  ４９，１５５．３４平方メートル  

イ  建築面積  １２，７６１．３５平方メートル  

ウ  延べ床面積  ３１，２９６．５５平方メートル  

（３）改修増築詳細  

ア  改修工事部分  

   鉄筋コンクリート造  最大地上７階建て  

   既存校舎Ａ棟からＧ棟まで及び体育館ほか  

床面積  １８，７８９．９８平方メートル  

イ  増築工事部分  

鉄骨造、鉄筋コンクリート造  地上１階建て  

屋外体育倉庫、屋外便所及び屋外渡り廊下ほか  

床面積  ９７．６７平方メートル  

 

３  工   期  議会の議決の日の翌日から令和６年１月３１日まで  

 

４  設   計  千葉県船橋市湊町三丁目７番１５号  

       株式会社奥野設計  千葉事務所  

 

５  施   工  千葉県千葉市美浜区ひび野一丁目４番３  

       新日本建設株式会社  

 

 

 



６  工 事 費 ２，０３３，９００，０００円  

（消費税及び地方消費税を含む。）  

 

  入札金額  １，８４９，０００，０００円（税抜）  

  請負代金額 ２，０３３，９００，０００円（税込） 《 消 費 税 率 １ ０ ％ 》 

  うち取引に係る  （１８４，９００，０００円）  

消費税及び地方消費税の額 

 



会 社 名

代 表 者

自 己 資 本 額

所 在 地 本　　　　　社

許 可 年 月 日

及 び 番 号

営 業 種 目

区　　　分 官公庁（千円） 民間（千円） 合計（千円）

過 去 ２ か 年 の 令和３年３月期 5,540,923 44,073,946 49,614,869

平 均 完 成 工 事 高 令和４年３月期 2,523,489 50,109,969 52,633,458

平　　　均 4,032,206 47,091,958 51,124,164

　工 事 名

  発 注 者 流山市

  工事金額 １，０４３，４６０，０００円

  工　　期 令和元年７月１１日から令和２年８月１５日まで

  受注形態 元請

　工 事 名

  発 注 者 東京都財務局

  工事金額 ２，９６６，５００，８４０円

  工　　期

  受注形態 元請

　工 事 名

  発 注 者 千葉県習志野市

  工事金額 ２，８５６，６００，０００円

  工　　期

  受注形態 元請

過去の主な工事経歴

土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事
業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・
ブロツク工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゆんせ
つ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装
仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水道施設工事業、解体工事業

共同住宅・官公庁等の建設事業、マンション等の分譲・賃貸、商業施設
等の企画開発事業

流山市立八木北小学校校舎増築工事（建築工事・電気
設備工事）

都立水元特別支援学校（３０）改築工事

平成３０年６月２７日から令和２年７月３０日まで

谷津小学校全面改築工事（建築工事）

平成３０年９月２９日から令和２年８月１４日まで

令和４年８月１７日　国土交通大臣許可（特－４）第７０７４号

業    者    経    歴    表

新日本建設株式会社

代表取締役　髙見　克司

７７，５９９，６６９千円　(資本金額 ３，６６５，３９０千円）

千葉県千葉市美浜区ひび野一丁目４番３
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議案第  ８３  号  

 

 

   流山市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条  

   例の制定について  

 流山市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

別紙のとおり制定する。    

令和４年１１月２４日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  南部地区における保育需要と私立保育施設の整備状況を踏ま

え、流山市立平和台保育所の収容定員を１８０人から１２０人

に改めるためである。  

  



 

 

   流山市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条  

   例  

 流山市立保育所の設置及び管理に関する条例（昭和３０年流山市条例

第６０号）の一部を次のように改正する。  

第３条の表流山市立平和台保育所の項収容定員の欄中「１８０」を

「１２０」に改める。  

附  則  

この条例は、令和５年４月１日から施行する。   

 



議案第  ８４  号  

 

 

   流山市おおたかの森ホールの設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例の制定について  

 流山市おおたかの森ホールの設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例を別紙のとおり制定する。  

  令和４年１１月２４日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  流山市おおたかの森ホールの附属設備に会議室等用プロジェ

クターを追加し、その利用料金を定めるためである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   流山市おおたかの森ホールの設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例  

 流山市おおたかの森ホールの設置及び管理に関する条例（平成２９年

流山市条例第２８号）の一部を次のように改正する。  

    別表の３  附属設備利用料金表の表中  

「      

 バレエ用シート  １本  ５５０   

      」  

を  

「      

 バレエ用シート  １本  ５５０   

 会議室等用プロジェクター  １台  ２２０   

      」  

に改める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次項の規定

は、公布の日から施行する。  

 （準備行為）  

２  この条例の施行の日以後のこの条例による改正後の流山市おおたか

の森ホールの設置及び管理に関する条例（以下「改正後の条例」とい

う。）に基づく会議室等用プロジェクターの使用に係る申請手続その

他必要な準備行為は、この条例の施行前においても、改正後の条例の

規定の例により行うことができる。  

 



議案第  ８５  号  

 

 

 流山市南流山センターの設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例の制定について  

 流山市南流山センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例を別紙のとおり制定する。  

  令和４年１１月２４日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  流山市立南流山地域図書館の開設に伴い、流山市南流山セン

ター内にある流山市立中央図書館南流山分館を廃止することか

ら、空きスペースに会議室を３室増設し、その利用料金を定め

るためである。  

 

 

 

 

 

  



流山市南流山センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例  

 流山市南流山センターの設置及び管理に関する条例（昭和５６年流山

市条例第１４号）の一部を次のように改正する。  

 別表中  

「        

 会議室  ６２８  ６２８  ６２８  ６２８   

      」  

を  

「        

 第１会議室  ６２８  ６２８  ６２８  ６２８   

 第２会議室  ４７０  ４７０  ４７０  ４７０   

 第３会議室  ３１３  ３１３  ３１３  ３１３   

 第４会議室  ７８５  ７８５  ７８５  ７８５   

      」  

に、「和室Ａ」を「第１和室」に、「和室Ｂ」を「第２和室」に改める。  

  附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次項の規定

は、公布の日から施行する。  

 （準備行為）  

２  この条例の施行の日以後のこの条例による改正後の流山市南流山セ

ンターの設置及び管理に関する条例（以下「改正後の条例」という。）

別表に規定する第２会議室、第３会議室及び第４会議室の使用に係る

申請手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても、改

正後の条例の規定の例により行うことができる。  

 

 

 



議案第  ８６  号  

 

 

   指定管理者の指定について  

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

  令和４年１１月２４日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  管理を行わせる公の施設の名称  

  流山市南流山福祉会館  

２  指定管理者となる団体  

  流山市東初石３丁目１０３番地の１８  

  公益社団法人流山市シルバー人材センター  

  会長  神田  英子  

３  指定の期間  

  令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで  



議案第  ８７  号  

 

 

   指定管理者の指定について  

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

  令和４年１１月２４日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  管理を行わせる公の施設の名称  

  流山市向小金福祉会館  

２  指定管理者となる団体  

  東京都文京区後楽一丁目３番６１号  

  株式会社東京ドームファシリティーズ  

  代表取締役  手島  康彦  

３  指定の期間  

  令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで  



議案第  ８８  号  

 

 

   指定管理者の指定について  

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

  令和４年１１月２４日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  管理を行わせる公の施設の名称  

流山市初石公民館  

２  指定管理者となる団体  

  流山市若葉台３番地の１３１  

  特定非営利活動法人市民助け合いネット  

  代表  鎌倉  常雄  

３  指定の期間  

  令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで  



議案第  ８９  号  

 

 

   指定管理者の指定について  

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

  令和４年１１月２４日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  管理を行わせる公の施設の名称  

流山市南流山センター  

２  指定管理者となる団体  

  流山市若葉台３番地の１３１  

  特定非営利活動法人市民助け合いネット  

  代表  鎌倉  常雄  

３  指定の期間  

  令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで  



議案第  ９０  号  

 

 

   指定管理者の指定について  

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

  令和４年１１月２４日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  管理を行わせる公の施設の名称  

  流山市立森の図書館  

２  指定管理者となる団体  

  千葉県鎌ケ谷市右京塚３番地３  

株式会社すばる  

代表取締役  中鉢  謙一  

３  指定の期間  

  令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで  

 

 

 

 



議案第  ９５  号  

 

 

   市道路線の認定について  

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、別

紙路線を市道に認定するものとする。  

  令和４年１１月２４日提出  

流山市長   井  崎  義  治    



起　点

終　点

木字膝丸後２３５番１

南流山８丁目２番９

市野谷字下屋敷１１８番２２

おおたかの森西一丁目３０番１

東深井字本宿３２３番５

同　　　　所同　　番２５

東深井字宿東８３番１

同　　　　所８２番７５

平方字浅間前１１０番６４

同　　　　所同　　番７３

西初石１丁目７６３番９７

同　　　　所同　　番１１４

西初石３丁目１４５０番２

同　　　　所４７５番４

市野谷字中嶋３４９番１

同　　　　所３４５番１

市野谷字中嶋３４９番１

市野谷字梶内４０１番１

市野谷字中嶋３５１番

同　　　　所３７１番１

市野谷字梶内４０１番１４

同　　　　所３８４番

前平井字堀末１５５番

古間木字水深５７番

前平井字堀末１１９番

同　　　　所１０７番

前平井字下田１７３番１

前平井字堀末１１８番

前平井字堀末１４６番１

同　　　　所１１９番

野々下３丁目６８番２０

同　　　　所同　番２６

野々下６丁目１０３０番９

同　　　　所１０３１番１

中字大屋敷１２３番

古間木字山王５４番３

中字中屋敷６３番３

前平井字堀末１３９番１

中字中屋敷６３番３

同　　　所９８番
２０ ６８５０２ 中２号自転車歩行者専用道路

１８ ６８０２０ 中区画２０号線

１９ ６８５０１ 中１号自転車歩行者専用道路

１６ ６００５１ 野々下３丁目区画５１号線

９ ４０１６５ 市野谷区画１６５号線

１７ ６３０３２ 野々下６丁目区画３２号線

１４ ５７５０２ 前平井２号自転車歩行者専用道路

１５ ５７５０３ 前平井３号自転車歩行者専用道路

５７００１ 前平井区画１号線

１３ ５７５０１

７ 西初石３丁目区画２４号線２６０２４

１０ ４０１６６ 市野谷区画１６６号線

８ ４０１６４ 市野谷区画１６４号線

１１ ４０１６７ 市野谷区画１６７号線

１２

重要な
経過地

０３２８１

市野谷・おおたかの森西１号補助幹線

整理番号

２

路線番号

３１５

６

１

３

４ 東深井区画２８１号線

５ ０５０５２

東深井区画２８０号線０３２８０

３１６

路　　線　　名

木・南流山２号補助幹線

２５５０５ 西初石５号歩行者専用道路

前平井１号自転車歩行者専用道路

平方区画５２号線



起　点

終　点

重要な
経過地

整理番号 路線番号 路　　線　　名

古間木字水深５７番

古間木字山王１３番１

古間木字水深５６番１

古間木字山王５４番３

古間木字山王３３番

同　　　　所４８番

古間木字山王１９番

同　　　　所３０番２

名都借字河村台８３４番９

同　　　　　所８３５番１

名都借字河村台８３６番１

同　　　　　所８３５番２

松ケ丘５丁目７４０番１

同　　　　所７３８番３２

松ケ丘５丁目７３８番３４

同　　　　所同　　番３２

木字流作１３３６番３

同　　所１３３８番１

木字流作１３３７番１

同　　所１３３８番２

木字流作１３６５番

同　　所１３６８番

木字流作１３７２番１４

同　　所１３３８番７

木字流作１４２０番１

同　　所１４２５番１

木字流作１４１８番２

同　　番１４７７番２

木字流作１４７７番２

同　　所１４８５番１２

木字流作１４８７番１

同　　所１４２３番８

木字流作１４２１番１

木字前田８４４番１

木字前田８４５番１

同　　所８１７番６

木字前田８２７番１

同　　所８４３番１

木字前田６７０番２

同　　所８４３番２
４０ ８００７８ 木区画７８号線

３８ ８００７６ 木区画７６号線

３９ ８００７７ 木区画７７号線

３６ ８００７４ 木区画７４号線

３７ ８００７５ 木区画７５号線

３４ ８００７２ 木区画７２号線

３５ ８００７３ 木区画７３号線

３２ ８００７０ 木区画７０号線

３３ ８００７１ 木区画７１号線

３０ ８００６８ 木区画６８号線

３１ ８００６９ 木区画６９号線

２８ ７７０５６ 松ケ丘５丁目区画５６号線

２９ ８００６７ 木区画６７号線

２６ ７１０９８ 名都借区画９８号線

２７ ７７０５５ 松ケ丘５丁目区画５５号線

２４ ６９０４１ 古間木区画４１号線

２５ ７１０９７ 名都借区画９７号線

２２ ６９０３９ 古間木区画３９号線

２３ ６９０４０ 古間木区画４０号線

２１ ６９０３８ 古間木区画３８号線



起　点

終　点

重要な
経過地

整理番号 路線番号 路　　線　　名

木字前田８３３番２

同　　所８１０番１

木字前田７９４番１

同　　所７９８番

木字前田７８４番３

同　　所８０５番

木字下谷４４７番２

南流山８丁目３番７

木字流作１４１８番５

木字前田５８４番

木字前田６１５番３

同　　所６０３番

木字前田６２７番１

同　　所６０７番

木字前田６３３番１

同　　所６０８番

木字前田５４８番５

同　　所７４８番２

木字前田７０９番

同　　所７４６番２

木字前田７２０番２

同　　所７４６番３

木字堀向２９６番５

同　　所２９４番

木字堀向３１４番１

流山字己ノ起２５８１番１

木字神明１５６番１

同　　所１６７番１４

木字神明１５０番３

同　　所１４４番７

木字寅之起５１２番１

同　　　所５１６番

木字前田７１３番３

同　　所７０９番

木字前田７３９番１

同　　所８０３番

木字前田７３７番１

同　　所７３３番１

木字前田７４２番２

同　　所７３１番
６０ ８０５１３ 木１３号自転車歩行者専用道路

５８ ８０５１０ 木１０号自転車歩行者専用道路

５９ ８０５１１ 木１１号自転車歩行者専用道路

５６ ８０５０８ 木８号自転車歩行者専用道路

５７ ８０５０９ 木９号自転車歩行者専用道路

５４ ８０１３４ 木区画１３４号線

５５ ８０１３５ 木区画１３５号線

５２ ８０１３１ 木区画１３１号線

５３ ８０１３２ 木区画１３２号線

５０ ８００９０ 木区画９０号線

５１ ８００９１ 木区画９１号線

４８ ８００８８ 木区画８８号線

４９ ８００８９ 木区画８９号線

４６ ８００８６ 木区画８６号線

４７ ８００８７ 木区画８７号線

４４ ８００８２ 木区画８２号線

４５ ８００８５ 木区画８５号線

４２ ８００８０ 木区画８０号線

４３ ８００８１ 木区画８１号線

４１ ８００７９ 木区画７９号線



起　点

終　点

重要な
経過地

整理番号 路線番号 路　　線　　名

木字膝丸後２５１番１

同　　　所同　　番１

流山字己ノ起２５６５番

同　　　　所２５７８番５

木字神明１５９番

同　　所同　　番

木字神明１５８番

同　　所同　　番

木字神明１３４番１

同　　所同　　番３

６４ ８０５２３ 木２３号自転車歩行者専用道路

６５ ８０５２４ 木２４号自転車歩行者専用道路

６２ ８０５１８ 木１８号自転車歩行者専用道路

６３ ８０５２２ 木２２号自転車歩行者専用道路

６１ ８０５１４ 木１４号自転車歩行者専用道路



miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line
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Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Typewriter
市道認定路線図

miyagi3116
1 東深井　廃止

miyagi3116
Typewriter
流山街道

miyagi3116
Typewriter
木右岸調整池

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Typewriter
  木4号公園

miyagi3116
Typewriter
香取の杜公園

miyagi3116
Typewriter
木左岸調整池

miyagi3116
Typewriter
南流山中学校

miyagi3116
Typewriter
南流山小学校

miyagi3116
Callout
29

miyagi3116
Callout
30

miyagi3116
Callout
31

miyagi3116
Callout
32

miyagi3116
Callout
33

miyagi3116
Callout
34

miyagi3116
Callout
35

miyagi3116
Callout
36

miyagi3116
Callout
37

miyagi3116
Callout
39

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Callout
38

miyagi3116
Callout
40

miyagi3116
Callout
1

miyagi3116
Callout
41

miyagi3116
Callout
42

miyagi3116
Callout
43

miyagi3116
Callout
44

miyagi3116
Callout
45

miyagi3116
Callout
46

miyagi3116
Callout
47

miyagi3116
Callout
48

miyagi3116
Callout
49

miyagi3116
Callout
50

miyagi3116
Callout
51

miyagi3116
Callout
52

miyagi3116
Callout
53

miyagi3116
Callout
54

miyagi3116
Callout
55

miyagi3116
Callout
56

miyagi3116
Callout
57

miyagi3116
Callout
58

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Callout
59

miyagi3116
Callout
60

miyagi3116
Callout
61

miyagi3116
Callout
62

miyagi3116
Callout
63

miyagi3116
Callout
64

miyagi3116
Callout
65

miyagi3116
Typewriter
江戸川

miyagi3116
Typewriter
南流山駅

miyagi3116
木　凡例



arai2035
1 東深井　廃止

arai2035
テキスト ボックス
流山おおたかの森駅

arai2035
折れ線

arai2035
テキスト ボックス
おおたかの森小学校・中学校

arai2035
テキスト ボックス
南部中学校

arai2035
折れ線

arai2035
折れ線

arai2035
折れ線

arai2035
折れ線

arai2035
吹き出し
2

arai2035
吹き出し
10

arai2035
吹き出し
11

arai2035
吹き出し
8

arai2035
吹き出し
9

arai2035
テキスト ボックス
流山市総合運動公園

arai2035
テキスト ボックス
西初石近隣公園

arai2035
テキスト ボックス
円東寺

arai2035
認定凡例　運航学校前

arai2035
テキスト ボックス
市道認定路線図



arai2035
折れ線

arai2035
直線

arai2035
折れ線

arai2035
テキスト ボックス
運河駅

arai2035
テキスト ボックス
東深井中学校

arai2035
テキスト ボックス
東深井小学校

arai2035
テキスト ボックス
西深井小学校

arai2035
吹き出し
3

arai2035
吹き出し
4

arai2035
吹き出し
5

arai2035
テキスト ボックス
市道認定路線図

arai2035
1 東深井　廃止

arai2035
テキスト ボックス
流山街道

arai2035
テキスト ボックス
駒形神社

arai2035
認定凡例　東深井平方



arai2035
テキスト ボックス
市道認定路線図

arai2035
1 東深井　廃止

arai2035
直線

arai2035
折れ線

arai2035
吹き出し
6

arai2035
吹き出し
7

arai2035
テキスト ボックス
初石駅

arai2035
テキスト ボックス
初石公民館

arai2035
テキスト ボックス
常盤松中学校

arai2035
テキスト ボックス
初石サンシャインゴルフ

arai2035
テキスト ボックス
常磐自動車道

arai2035
認定凡例　初石



arai2035
直線

arai2035
直線

arai2035
直線

arai2035
直線

arai2035
直線

arai2035
直線

arai2035
折れ線

arai2035
折れ線

arai2035
直線

arai2035
直線

arai2035
折れ線

arai2035
吹き出し
13

arai2035
吹き出し
14

arai2035
吹き出し
15

arai2035
吹き出し
12

arai2035
吹き出し
19

arai2035
吹き出し
20

arai2035
吹き出し
24

arai2035
吹き出し
23

arai2035
吹き出し
22

arai2035
吹き出し
21

arai2035
吹き出し
18

arai2035
テキスト ボックス
流山セントラルパーク駅

arai2035
テキスト ボックス
東葛病院

arai2035
テキスト ボックス
流山市総合運動公園

arai2035
テキスト ボックス
バーベキュー広場

arai2035
テキスト ボックス
流山市生涯学習センター

arai2035
テキスト ボックス
市道認定路線図

arai2035
1 東深井　廃止

arai2035
ninn



arai2035
折れ線

miyagi3116
Typewriter

miyagi3116
Typewriter
市道路線認定図

miyagi3116
Callout

miyagi3116
1 東深井　廃止

miyagi3116
Polygonal Line

miyagi3116
Typewriter
17

miyagi3116
Callout

miyagi3116
Typewriter
16

miyagi3116
Typewriter
豊四季駅

miyagi3116
Typewriter
長崎小学校

miyagi3116
Typewriter
 野々下１号公園

miyagi3116
Typewriter
 野々下４号公園

miyagi3116
Typewriter
 野々下７号公園

arai2035
認定凡例　野々下2



arai2035
直線

arai2035
直線

arai2035
吹き出し
26

arai2035
テキスト ボックス
南柏駅

arai2035
テキスト ボックス
国道６号線

arai2035
テキスト ボックス
東小学校

arai2035
吹き出し
25

arai2035
テキスト ボックス
柏市

arai2035
テキスト ボックス
松ケ丘公園

arai2035
折れ線

arai2035
折れ線

arai2035
吹き出し
28

arai2035
吹き出し
27

arai2035
1 東深井　廃止

arai2035
テキスト ボックス
松ケ丘ふるさと公園

arai2035
テキスト ボックス
名都借福祉会館

arai2035
認定凡例　末な

arai2035
テキスト ボックス
市道認定路線図



議案第  ９６  号  

 

 

   市道路線の廃止について  

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定により、

別紙市道路線を廃止するものとする。  

  令和４年１１月２４日提出  

流山市長   井  崎  義  治    



起　点

終　点

市野谷字宮後２０６番２

市野谷字宮尻８２９番５６

南流山８丁目２番９

木字小沼８６５番

西初石３丁目１４５０番２

同　　　　所３５１番１

市野谷字梶内４１３番

市野谷字地蔵谷ツ７５番３

中字大屋敷１１９番４

同　　　所１１６番１

古間木字水深６９番１

同　　　　所６３番１

古間木字山王３２番３

同　　　　所３４番２

古間木字山王１番１

同　　　　所５番１

古間木字山王３番１１

同　　　　所１９番

古間木字山王４９番１

同　　　　所３９番２

古間木字芳賀殿１４０番２

古間木字山王４６番

木字流作１４１８番３

木字前田７６７番

木字膝丸３９番１

同　　所３５番１

流山字己ノ起２５８１番１

松戸市新松戸７丁目２６３番

１

２

重要な
経過地

加・市野谷１号補助幹線

整理番号 路　　線　　名路線番号

２９４

３ ２６０１８ 西初石３丁目区画１８号線

木・南流山１号補助幹線２９９

４ ４００４８ 市野谷区画４８号線

５ ６８０１１ 中区画１１号線

６ ６９０１２ 古間木区画１２号線

７ ６９０１３ 古間木区画１３号線

８ ６９０１４ 古間木区画１４号線

９ ６９０１５ 古間木区画１５号線　

１０ ６９０１６ 古間木区画１６号線

１１ ６９０１７ 古間木区画１７号線

１２ ８０００４ 木区画４号線

１３ ８００１２ 木区画１２号線

１４ ８００３９ 木区画３９号線



arai2035
矢印

arai2035
1 東深井　廃止

arai2035
テキスト ボックス
市道路線廃止図

arai2035
吹き出し
1

arai2035
吹き出し
4

arai2035
テキスト ボックス
おおたかの森小学校・中学校

arai2035
テキスト ボックス
市野谷水鳥の池

arai2035
テキスト ボックス

arai2035
テキスト ボックス
流山おおたかの森駅

arai2035
テキスト ボックス
流山市総合運動公園

arai2035
折れ線

arai2035
テキスト ボックス
南部中学校

arai2035
廃止凡例小学校前



arai2035
折れ線

arai2035
折れ線

arai2035
折れ線

arai2035
折れ線

arai2035
1 東深井　廃止

arai2035
テキスト ボックス
市道路線廃止図

arai2035
吹き出し
2

arai2035
吹き出し
14

arai2035
吹き出し
12

arai2035
吹き出し
13

arai2035
テキスト ボックス
南流山中学校

arai2035
テキスト ボックス
南流山小学校

arai2035
テキスト ボックス

arai2035
テキスト ボックス
木右岸調整池

arai2035
テキスト ボックス
江戸川

arai2035
テキスト ボックス
流山街道

arai2035
テキスト ボックス
松戸市

arai2035
廃止　鬼畜



arai2035
吹き出し
3

arai2035
1 東深井　廃止

arai2035
テキスト ボックス
初石駅

arai2035
折れ線

arai2035
テキスト ボックス
西初石中学校

arai2035
テキスト ボックス
流山市保健センター

arai2035
テキスト ボックス
常盤松中学校

arai2035
廃止凡例　西初石

arai2035
テキスト ボックス
市道路線廃止図



arai2035
折れ線

arai2035
折れ線

arai2035
折れ線

arai2035
折れ線

arai2035
折れ線

arai2035
折れ線

arai2035
折れ線

arai2035
吹き出し
5

arai2035
吹き出し
9

arai2035
吹き出し
8

arai2035
吹き出し
7

arai2035
吹き出し
10

arai2035
吹き出し
11

arai2035
吹き出し
6

arai2035
テキスト ボックス
市道路線廃止図

arai2035
1 東深井　廃止

arai2035
テキスト ボックス
流山市総合運動公園

arai2035
テキスト ボックス
流山セントラルパーク駅

arai2035
テキスト ボックス
八木南小学校

arai2035
テキスト ボックス
東葛病院

arai2035
駅近く廃止運航　



報告第  １７  号  

 

 

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。  

  令和４年１１月２４日報告  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  公用車の物損事故に係る和解及び損害賠償の額の決定につい

て専決処分したので、報告するためである。  

 



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和４年９月１日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  生涯学習部博物館の職員が、公務のため公用車

（市が賃借している自動車）で左折した際、左

後方部が歩道橋補修工事の仮設パイプ、看板及

び仮設パイプジョイント部に接触したことによ

る当該公用車の物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和４年３月２４日  

３  発 生 場 所  流山市流山４丁目４０７番地先  

４  相 手 方  千葉県千葉市中央区弁天１丁目５番１号  

           大和リース株式会社  千葉支店  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和４年９月１日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ３００，０００円  

 



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和４年９月１３日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  流山市北消防署の職員が、公務のため水槽車を    

運転し災害現場付近を左折しよ うとしたとこ

ろ、道路幅が狭いため切り返し後退した際に、

住宅の外構ブロック塀に衝突し、当該塀を損傷

させたことによる物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和３年１２月２日  

３  発 生 場 所  相手方住所地  

４  相 手 方  流山市在住者  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和４年９月１３日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ８４１，３２４円  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和４年１０月７日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  流山市立西深井小学校の職員が、当該小学校駐

車場に公用車を後進して入庫しようとした際、

当該駐車場に駐車していた相手方車両の左前方

部分と接触したことによる当該相手方車両の物

損事故  

２  発 生 年 月 日  令和４年８月４日  

３  発 生 場 所  流山市西深井６７番地の１  

           （流山市立西深井小学校体育館側駐車場内）  

４  相 手 方  流山市西初石３丁目３番地の７  

           一般社団法人こころ  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和４年１０月７日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ２０５，９２０円  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和４年１０月３１日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  健康福祉部障害者支援課の職員が、公務のため

公用車で交差点を直進しようとしたところ、前

方で停車していた相手方車両に追突したことに

よる当該相手方車両の物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和４年８月２４日  

３  発 生 場 所  流山市三輪野山四丁目１８番１７地先  

４  相 手 方  流山市在住者  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和４年１０月３１日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ６６４，５２７円  

 


